
平成２４年４月から

 

業務管理体制整備の届出が必要となりました。

 

休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。

 

平成２４年４月から

 

業務管理体制整備の届出が必要となりました。

 

休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。

○

 

平成２４年４月から、指定障害福祉サービス事業者等（注１）は、法令遵守等の業務管理

体制の整備（注２）とその届出が義務づけられました。

○

 

事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。

○

 

平成２４年４月から、指定障害福祉サービス事業者等（注１）は、法令遵守等の業務管理

体制の整備（注２）とその届出が義務づけられました。

○

 

事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。

（注１）業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類

【障害者自立支援法に基づくもの】

ｱ.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

ｲ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

【児童福祉法に基づくもの】

ｳ.指定障害児通所支援事業者

ｴ.指定障害児入所施設

ｵ.指定障害児相談支援事業者

（注１）業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類

【障害者自立支援法に基づくもの】

ｱ.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

ｲ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

【児童福祉法に基づくもの】

ｳ.指定障害児通所支援事業者

ｴ.指定障害児入所施設

ｵ.指定障害児相談支援事業者

（注２）業務管理体制の整備について

指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営

の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。

具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、

開設する事業所等の数に応じ（次表参照）、法令遵守を確保するための注意事項や標準的

な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状

況の監査」が行われていることが必要とされます。

（注２）業務管理体制の整備について

指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営

の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。

具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、

開設する事業所等の数に応じ（次表参照）、法令遵守を確保するための注意事項や標準的

な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状

況の監査」が行われていることが必要とされます。

１

 

業務管理体制整備の届出は速やかに！１

 

業務管理体制整備の届出は速やかに！

業務管理体制の届出は平成２４年９月２８日（金）までにお願いいたします。業務管理体制の届出は平成２４年９月２８日（金）までにお願いいたします。

別紙１



◎届出書の届け先は事業所の所在地によって決まります。◎届出書の届け先は事業所の所在地によって決まります。

事業所等の区分 届出先 備 考

①
指定事業所等が２以上の都道府県に所

 

在する事業者等
厚生労働省

厚生労働本省
障害保健福祉部監査指導室

②

特定相談支援事業又は障害児相談支

 

援事業のみを行う事業者であって、全て

 

の事業所等が同一市町村内に所在する

 

事業者等

市町村
※各市町障害福祉担当課へ
お問い合わせください。

③ ①及び②以外の事業者等 都道府県
各健康福祉センター

障害福祉担当課

○

 

事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。

○

 

事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例

えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けて

いる場合、指定を受けている事業所は２つとなります。

○

 

事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。

○

 

事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例

えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けて

いる場合、指定を受けている事業所は２つとなります。

◎事業所の数え方について◎事業所の数え方について

◎届出書の内容～設置する事業所等の数により届出事項が異なります！◎届出書の内容～設置する事業所等の数により届出事項が異なります！

対象となる障害福祉サービス事業者等 届出事項

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名

〃 主たる事業所の所在地

〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

「法令遵守責任者」（注３）の氏名、生年月日

事業所等の数が２０以上の事業者等 上記に加え「法令遵守規程」（注４）の概要

事業所等の数が１００以上の事業者等 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

（注３）法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
（注４）業務が法令に適合することを確保するための規程



３

 

休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化３

 

休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化

厚生労働大臣、都道府県知事、

 

市町村長による援助

 

（助言・相談窓口の設置等）

厚生労働大臣、都道府県知事、

 

市町村長による援助
（助言・相談窓口の設置等）

利用者への継続的

 

なサービス提供のた

 

めの便宜提供

 

利用者への継続的

 

なサービス提供のた

 

めの便宜提供
事

 

業

 

廃

 

止

 

・

 

休

 

止

 

届

 

出

 

書

 

の

 

提

 

出

 

事

 

業

 

廃

 

止

 

・

 

休

 

止

 

届

 

出

 

書

 

の

 

提

 

出

利用者のサービス継続のための措置

当該事業所の

 

休止・廃止

 

当該事業所の

 

休止・廃止

継続的な
サービス確保

継続的な
サービス確保

【イメージ図】

①

 

休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後１０日以内」から、「休止・廃止予定日

の１月前まで」に変わりました。

②

 

立入検査後、１０日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知した場合、聴聞決定

予定日までに廃止の届出を行うと、指定・更新の欠格事由に該当することとなりました。

①

 

休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後１０日以内」から、「休止・廃止予定日

の１月前まで」に変わりました。

②

 

立入検査後、１０日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知した場合、聴聞決定

予定日までに廃止の届出を行うと、指定・更新の欠格事由に該当することとなりました。

○

 

休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜提供が義務づけ

られました。この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。

○

 

休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜提供が義務づけ

られました。この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。

２

 

休止・廃止届が事前届出制に２

 

休止・廃止届が事前届出制に

４

 

指定の取り消しにおける連座制の見直し４

 

指定の取り消しにおける連座制の見直し

①

 

取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的関与が確認された場合に連座制が適用

されることとなりました。

②

 

指定・更新の欠格事由に、同一法人グループ等における密接な関係を有する法人が指定の

取り消しを受けた場合が追加されました。

①

 

取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的関与が確認された場合に連座制が適用

されることとなりました。

②

 

指定・更新の欠格事由に、同一法人グループ等における密接な関係を有する法人が指定の

取り消しを受けた場合が追加されました。



障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るＱ＆Ａ
（平成２４年８月８日）

 

【抜粋】

問２児童福祉法による入所施設、通所支援、相談支援を行う法人は、それぞれに（3通）届出が必要となる

 

のか。

（答）

○お見込みのとおり。

問６指定障害福祉サービス事業者としてＡ県の指定を受けている法人Ｘが、相談支援事業ではＢ市の特定

 

相談支援事業の指定しか受けていない（一般相談支援の指定は有していない）場合には、業務管理

 

体制の整備の届出は、障害者自立支援法第51条の2の届出（障害福祉サービス）はＡ県あてに、同法

 

第51条の31の届出（相談支援）はＢ市あてに、それぞれ届出を行うと解してよろしいか。

（答）

○お見込みのとおり。

問８事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよ

 

いか。

（答）

○お見込みのとおり。

問９生活介護と就労移行支援を行う１つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の

 

基準となる事業所の数は２つとして数えると解してよろしいか。

（答）

○お見込みのとおり。

問10 「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合、指定件数は１

 

件なので事業所数は１カ所でよいか。

（答）

○お見込みのとおり。

問11 一体型共同生活介護の事業所数のカウントはどのように行うのか。

（答）

○グループホームとケアホームの事業所それぞれ（指定を受けている２事業所）でカウントいただ

 

きたい。

問14 法令遵守責任者は、それぞれの届出ごとに異なる者を選任してよいのか。

（答）

○それぞれの届出ごとに異なる者を選任していただいて問題ありません。

なお、同一人物を選任する場合でも、根拠条文ごとに届出書ご提出いただく必要がある。


	平成２４年４月から�   業務管理体制整備の届出が必要となりました。  �休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

